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広報はむら 3.2.15

状
況
変
化
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
が
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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広
報
は
む
ら
と
市
公
式
サ
イ
ト
に
有
料
広
告
が
掲
載

で
き
ま
す
。
事
業
所
・
企
業
・
商
店
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
、

ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
６
か
月
以
上
継
続
し
て
申
し
込
ん
で
い
た
だ
い
た
場

合
、
月
額
の
掲
載
料
を
10
～
20
％
割
り
引
き
ま
す
。

広
報
は
む
ら

�

掲
載
期
間�

　
１
回
を
単
位
と
す
る
最
大
24
回

※ 

年
度
途
中
の
申
込
み
も
可
能
で
す
。

※ 

掲
載
は
、
希
望
月
の
中
で
市
が
指
定
す
る
発
行
号
に

な
り
ま
す
。

�

掲
載
位
置�

　
毎
月
１
日
・
15
日
に
発
行
す
る

広
報
は
む
ら
の
紙
面
内
の
市
が
指

定
す
る
場
所

�

広
告
の
規
格�

■ 

広
告
原
稿
は
、
原
則
と
し
て
広
告
主
の
負
担
に
よ
る

作
成
と
な
り
ま
す
。

■ 

原
稿
は
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（Adobe 
Illustrator 

CS6

に
対
応
す
るTIFF

お

よ
びJPEG

な
ど
の
汎
用
画
像
形
式
）
。

★ 

３
か
月
以
上
継
続
し
て
掲
載
す
る
場
合
は
、
市
公
式

サ
イ
ト
内
の
市
が
指
定
す
る
位
置
に
バ
ナ
ー
広
告
を

３
か
月
無
料
で
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
公
式
サ
イ
ト
（
バ
ナ
ー
広
告
）

�

掲
載
期
間�

　
１
か
月
単
位
で
最
大
12
か
月

※
年
度
途
中
の
申
込
み
も
可
能
で
す
。
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　※ 4 号広告の大きさはページ最

　　下段の全面（2 号広告の 2 倍）

　　です。
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有
料
広
告
の
申
込
み

�

申
込
期
日�

◆�

広
報
は
む
ら
…
掲
載
開
始
を
希
望
す
る
月
の
前
々
月
の

15
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
日
）
ま
で

◆�

市
公
式
サ
イ
ト
…
掲
載
開
始
を
希
望
す
る
月
の
前
々

月
の
末
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前

日
）
ま
で

�

申
込
方
法�

　
所
定
の
書
類
に
記
入
し
、
事
業
所
印
を
押
印
の
上
、

広
告
原
稿
（
デ
ー
タ
）
を
添
え
て
、
市
役
所
３
階
広
報

広
聴
課
広
報
係
へ

※ 

所
定
の
書
類
は
郵
送
ま
た
は
直
接
、
広
告
原
稿
（
デ
ー

タ
）
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　 

〒
２
０
５

－

８
６
０
１
（
所
在
地
記
載
不
要
） 

羽

村
市
広
報
広
聴
課
広
報
係

　

s102000@city.hamura.tokyo.jp

※ 

広
告
原
稿
の
詳
細
、
申
込
書
・
届
出
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

������
広報はむら

� ��� ���� ����

 日�日������日��会�会���������������費�費��������������������

 �����������������������������申�����申�申���������        情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

特に記載のない場合の受付時間は土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時です

広報はむら 3.2.1510
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　匿　名　　　　　  8,000 円

�������������

　匿　名　　　　　 30,000 円

���������

　原田久美　様　　  5,000 円

　戸村純基　様　　 10,000 円

　小野司郎　様　　  6,000 円

　匿 名（12 人）計 326,000 円

�秘書課内306

���������������

　マンション、学校、病院など

は、水道水を受水槽・高置水槽

を通じて給水する貯水槽水道で

す。受水槽から先は設置者が管

理することになっています。適

切な衛生管理をお願いします。

���������������

������

　年に１回は、水槽内部の清掃

や周辺の設備点検を行ってくだ

さい。

������

　水の色・にごり・におい・味・

残留塩素に異常がないか定期的

に確認してください。

�水道事務所☎ 554-2269

���������������

���������������

　J アラートは、緊急地震速報

や気象警報、弾道ミサイル情報

など、対処に時間的余裕のない

事態に関する情報を国から直接

住民に対し瞬時に伝達するシス

テムです。このシステムの全国

一斉情報伝達試験を行います。

　当日は、市内の防災行政無線

のスピーカーから、事前のお

知らせの放送の後、チャイム※

と「これは、テストです」とい

う内容の試験放送が流れます。

訓練ですのでお間違いのないよ

う、お願いします。

日 2 月 17 日㈬午前 11 時ごろ

※ チャイム：実際のサイレン音

ではなく、試験放送を始める

ことをお知らせするための音

です。

�防災安全課防災・危機管理係

内211
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　広報はむら1月15日号でお知

らせした、講演会 小惑星探査機

「はやぶさ2の挑戦」は、ゆとろ

ぎでの開催を中止し、YouTubeで

のリアルタイム配信に変更にな

りました。申込みは必要ありま

せん。講演会が開催される時間

に YouTubeで視聴してください。

日 2 月 23 日（火・祝）午前 10

時～正午

※ リアルタイム配信は、インター

ネット回線に接続できるパソコ

ン、スマートフォ

ン、タブレット

などで視聴でき

ます。

※ インターネット接続料は視聴

者負担です。Wi-Fi 環境下で

の利用をお勧めします。

�（公財）青梅佐藤財団

　☎ 090-5195-3030

　������会�

����������会

　2 月 15 日㈪まで行っている

本町西口商店会によるスタンプ

ラリーの抽選会を行います。

※景品がなくなり次第終了。

※ 15 日市は中止します。

日 2 月 15 日㈪午前 10 時～午後

3 時 会観光案内所（羽村市羽

東 1-13-15） �本町西口商店会

�羽村市商業協同組合☎ 555-

5421
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����� ����� ���

　東京都内で働くすべての労働

者に適用されます。

�最低賃金について…東京労働

局賃金課☎ 03-3512-1614 ／最

低賃金および業務改善助成金に

ついて…東京働き方改革推進支

援センター☎ 0120-232-865
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　全国のアイヌの方のための電

話相談を行っています。相談は

無料です。匿名でもかまいませ

ん。秘密は厳守します。

日月～金曜日の午前 9時～午後

5時 ������ 0120-771-208

�（公財）人権教育啓発推進セ

ンター☎ 03-5777-1802
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